
口 座 振 替 事 務 取 扱 要 領  

 

この要領は，口座振替収納事務取扱要綱（以下「要綱」という。）に定めるもののほ

か，口座振替の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。ただし，ここで定

めるもののほか，電子媒体交換方式による口座振替の事務取扱いについては，電子媒体

交換方式による口座振替事務取扱要領を定め，これを適用する。  

 

１  処 理 運 行  

本取扱いによる振替事務処理運行の概要については，別表のとおりとする。  

 

２  申込み又は停止の受付  

⑴ 水道料金等の口座振替は，新潟市水道料金・下水道使用料等預金口座振替申込書

（以下「申込書」という。）（様式１）により申込むものとする。  

なお，口座振替申込の受付は，水道料金，下水道使用料及び公設浄化槽使用料

とも同一預金口座からの振替によるものについて受付けるものとする。  

⑵  水道料金等の預金口座振替停止は，新潟市水道料金・下水道使用料等預金口座振

替停止届（以下「停止届」という。）（様式２）により届出するものとする。  

⑶  取扱金融機関は，申込書及び停止届が提出されたときは，それぞれの内容を確認

したのち受付ける。 ただし，申込書の押印について，取扱金融機関から不要の申

出があった場合は省略できるものとする。 

 ⑷ インターネットバンキングを利用しているお客さまからの口座振替の申込みは，

申込書の所定事項の記載があれば，取扱金融機関の作成した任意様式でも受付ける

ものとし，押印は不要とする。 

 

３  申込書の確認項目  

⑴  右枠内の項目  

ア  お客さま番号，現在の使用者名義及び給水場所住所等の各項目については，水

道使用料等のお知らせ又は領収書等に基づいて確認する。  

イ  連絡先電話番号の項目については，出来る限り自宅及び実家等の電話番号が確

実に記入されているかどうかを確認する。  

ウ  水道料金等の支払いについて，毎月振替を希望するかどうかを確認する。  

エ  水道使用開始日の項目については，新たに入居の方かどうかを確認する。  

オ  使用者名義を右記にかえますの項目については，使用者名義を変更する場合か

どうかを確認する。  

カ  水道使用量等のお知らせ（検針票）を下記のところへ送付してくださいの項目

については，口座振替済通知書の送付場所が給水装置の設置場所と異なる場合か

どうかを確認する。  

 

⑵  左太線枠内及び下段太線枠内の項目  



ア  口座名義の項目については，取扱金融機関の台帳等と照合確認するとともに，

右枠内の使用者名義と異なる場合は口座名義人に確認のうえ処理する。  

イ  科目及び口座番号の各項目についても同上の方法により確認する。  

ウ  全国統一金融機関コードの項目については，全国統一金融機関番号及び統一店

番号を記入する。  

エ  科目の項目については，普通預金１・当座預金２・その他３のいずれかのコー

ドを記入する。  

オ  口座番号の項目については，右詰にして記入する。  

カ  銀行担当確認印の項目については，取扱金融機関の担当者が上記のウ～オまで

を記入し，間違いないことを確認して押印する。  

 

４  停止届の確認項目  

⑴  右太線枠内の項目  

ア  お客さま番号，現在の使用者名義及び給水場所住所の各項目については，新潟

市水道料金・下水道使用料等預金口座振替依頼書（以下「依頼書」という。），

水道使用量等のお知らせ又は口座振替済通知書等で確認する。  

イ  停止理由については，それぞれの該当項目を○印で囲むものとする。  

⑵  左太線枠内の項目  

ア  口座名義人及び同上住所の項目については，依頼書又は取扱金融機関の台帳等

で確認する。  

イ  科目及び口座番号の項目については，該当科目を○印で囲み，口座番号は右詰

にして記入する。  

 

５  取扱金融機関への送付  

取扱金融機関へ水道料金・下水道使用料等納入通知書（以下「納入通知書」という。）

により振替を依頼する場合は，次の各号により取り扱うものとする。  

⑴  管理者は，要綱第９条第１項に定めた所定振替日（以下「所定振替日」という。）

及び同条第２項の規定による振替日単位に納入通知書（様式３）並びに預金口座

振替送付書（以下「送付書」という。）（様式４）を発行し，同条第３項に基づ

き送付するものとする。  

⑵  取扱金融機関は，送付された送付書に基づき納入通知書の件数及び金額を確認

するものとする。  

 

６  振替結果の報告  

⑴  取扱金融機関は，所定振替日単位の振替結果に基づき振替済，振替不能分の件

数，金額を預金口座振替報告書（以下「報告書」という。）（様式４－⑴）に記

載し，この報告書に水道料金・下水道使用料等領収済通知書（以下「領収済通知

書」という。）（様式３－⑴）と振替不能分の納入通知書を添えて２営業日後に

管理者へ報告するものとする。  

⑵  取扱金融機関は，前項における振替不能分の納入通知書については，振替不能

理由欄内に次の表による該当コードを記載するものとする。  



 

振替不能理由  コード 

預金不足  １  

解約又は取引なし  ２  

預金者の都合による振替中止 ３  

振替依頼書なし  ４  

局の依頼による振替中止  ８  

その他  ９  

 

７  帳票の管理  

取扱金融機関は，送付書及び振替済の水道料金・下水道使用料等納入通知書兼納入書

（様式３－⑵）を善良なる管理のもとに整理保管するものとする。  

 

８  その他  

⑴  振替依頼の中止  

管理者は，口座振替の中止を依頼するときは，所定振替日の２営業日前までに預金

口座振替中止連絡票（以下「振替中止連絡票」という。）（様式５）を作成し，送付

するものとする。ただし，送付後振替を中止する場合は，当該取扱金融機関へ電話等

により振替中止を依頼するものとする。  

⑵  再振替及びその送付方法等  

ア  管理者は，要綱第９条第１項第２号に基づく所定振替日に振替不能となった

水道料金等の再振替は，同項第４号に基づき，納入通知書を再発行し，再振替を

依頼するものとする。  

イ  前号の送付及び処理方法については，第５項から第７項の取扱いの要領によ

るものとする。  

 

附 則  

この要領は，昭和５５年４月１日から適用する。  

附 則  

この要領は，昭和５８年４月１日から適用する。  

附 則  

この要領は，昭和６１年６月１日から適用する。  

附 則  

この要領は，昭和６２年４月１日から適用する。  

附 則  

この要領は，平成９年９月１日から適用する。  

附 則  

この要領は，平成１７年３月２１日から適用する。  

附 則  

この要領は，平成１９年８月２０日から適用する。  

附 則  



この要領は，平成２１年７月１３日から適用する。  

附 則  

この要領は，平成２１年１２月１日から適用する。 

  

附 則  

この要領は，平成２３年４月１日から適用する。 

 

附 則  

この要領は，令和４年１月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 
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様式２ 

 

 

 

 

 

 



 

様式３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式４ 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式５ 

 

 

 


